
このタイムラグを極力短くするための方策については、「医療等の現場での  

利用を念頭に置いた社会保障カード（仮称）の活用シナリオ」において述べら  

れているように、手続漏れや届出の遅延により、いずれの医療保険にも加入し  

ていないという者が生じることのないよう、被用者健保の保険者と国民健康保  

険の保険者とが情報連携を行うことも想定される。   

なお、医療機関等がオンラインにより診療報酬請求に必要な情報を取得する  

ことを可能とするためには、そもそも、保険者が保有する適用関係情報（被保  

険者の資格取得・喪失、被扶養者の認定等の情報）の「紙台帳」管理からデー  

タベース管理への移行が必須であるとともに、すべての保険者に対する事業i三  

からの適用関係手続について、「紙媒体」による届Jl1からオンライン利用によ  

る届出を可能とする制度的対応等の環境整備を行うなど「オンライン利用拡大  

行動計画」（平成20年9月12日 IT戦略本部）の着実な実行によって、1二  

記のタイムラグの短縮も一定程度期待できるところである。  

必要と考えられる。  

5． 保険者間等の情報連携について   

高額介諷合算療養費や出産育児一時金の給付のように、制度や保険者をまた  

がった調整が必要な事務については、各保険者が、被保険者に対し、他の制度  

における給付内容等に関する添付書類の提出を求めたり、氏名等の情報をもと  

に他の保険者等に電話で問い合わせを行ったりする必要があるなど、被保険者  

にも、保険者にも負担が生じている。   

また、これらの給付は、被保険者からの申請に基づいて行われるため、手続  

漏れにより、本来受けられるはずの給付が受けられないといった事例や、転  

居・転職等に伴い必要となる保険資格の取得手続を忘れていたことで、本来納  

付すべきはずの保険料が納付されないといった事例が発生している。   

「これまでの議論の整理」においては、こうした課題を解決するための基盤  

となる中継DBを使った保険者間の情報連携の仕組みのイメージを示したと  

ころである。   

「これまでの議論の整理」で述べたように、この仕組みについては、   

・適正な情報連携に限定するため、アクセス履歴を残し、本人が自分で確認   
できるものとするなど、プライバシー侵害・情報の一元管理に対する不安が   

極力解消されるようにすること  

このような仕組みを実現するに当たっての課題にも留意しつつ、運用面で   

の対応や制度的な対応を行うこと   

などについて、今後更に検討を行う必要がある。  

ところで、医療機関等が、中継DBを経由して、診療報酬請求に必要な情報  

を各保険者のデータベースから取得することができるようにするためには、利  

用者が引越や退職等に伴い保険者を異動した際に、各保険者のデータベースや  

中継DBが保有する当該利用者に関する情報が速やかに更新されることが必  

要である。   

しかしながら、保険資格の収得・喪失事由等が発生してから実際に保険者に  

対して届出がなされるまで、あるいは、保険者が届出を受理してから保険者の  

データベースや中継DBの情報が更新されるまでには、一定のタイムラグが発  

生するため、医療機関等が常に正しい情報を取得することができるとは限らな  

い。  

保険者間の情報連携の仕組みの例  中継DBは介饅保険被偏険青書号を基に、  
当該被保険者が  
1．8医療保険者に属していることを確認し、  
2．その医療保険の被保険者番号を抽出  
3．医療保険被保険者番号を暗号化し、電子  
署名  

中絶DB 

①  
2．暗号化した医療保険の被保険者番号  1．B医療保険者に尽していること  を送付  

暗号化された医療保険被  
保険者書号を復号、書名  
検旺できることにより   

醐槻  
A介雄保険者は  
介護保険被保腐看番号  
を中絶DBに送信  

③を転送することに  
よりB医療保険者に  

当扶育の情報を照会  
1．中絶DBからの正当な   

問い合わせであること  
を確認し、直積保険被保険者  
番号を基に、  
2．当該被保険者の資格   

情報・給付情報  
を抽出  

A介護保険者  

・介護保険被保険者書号  
・費櫓情報  
・給付憎楕  

当該者に関する情報を  
A介性保険者に回答  

※ 上図のように保険者間で直接情報のやりとりを行うのではなく、中継DBを  
介してこれを行うことも可能であると考えられる。  

図5：保険者間の情報連携の仕組みの例  
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6． 写貞付きの身分証明需としての機能等について   なお、これらの検討にごjたっての仮定については、地方［洒休や関係省庁  

の√角牢を得たものではない。  

これまで述べたもののほか、希望者については、社会保障カード（仮称）を  

身分証明苔として利用することを可能とすること、ICチップの空き領域を利  

用して追加的な機能を持たせること等についても、今後更に検討を行う。  ① カードの発行主体については、社会保障カード（仮称）が年金手帳、健   

康保険証、介護保険証といった複数制度にまたがる機能を持つことから、   

年金制度、医療保険制度における調整に関すること等を行うとされている   
厚生労働大臣であると仮定。  

② カードの交付主体については、  

・住民基本台帳カード・公的個人認証サービスの発行の仕組み、基盤、運用   
の実績を有していること  

・国民から見てもっとも身近な行政主休であり、一般的に利便性が高いこと   

等を踏まえ、市町村と仮定。  
③ 発行DBは、中継DBと同様に情報の一元的管理が行われるとの懸念が   

生じないように社会保障カード（仮称）の発行略・、】ェにおいて必要な最小限   

の情報のみを保持するものとする。  

7． カードの発行・交付方法等について  

（1）カードの発行・交付方法検討にゝうたっての考慮要素  

これまで述べてきた社会保障カード（仮称）の仕組みは、カードが確実に   

本人に交付されたという信頼が存在することが前提となる。  

具体的なカードの交付方法を検討するに当たっては、  

① 交付対象者が市町村や保険者の窓口に行く必要があるかどうかといっ  

た「交付対象者の利便性＿   

② カード交付までに必柴となる手続やそれに必要となる時間といった「交  

付者の事務負持」   

③ どの程度確実に本人同定ができるかといった「技術的な実現可能性」  

などを踏まえる必要がある。  

その際、交付対象者が窓口に行く必要があるかどうかやカードの交付を郵   

送で行うことができるかについては、社会保障カード（仮称）の機能に鑑み、   

カード交付時にどの程度厳格な本人確認を必要とするか等を検討する必要   

があり、厳格な本人確認による信頼性確保と交付対象者の利便性等とは、一   

方を重視すれば一方は不十分になる関係にあることに留意する必要がある。   

（2）検討に、！与たっての仮定  

現在の年金手帳9、健康保険証、介護保険証は年金・医療・介護の各制度   

の保険者から発行・交付されているが、これらの保険者は、制度により、国、   

市町村、健康保険組合等と異なっている10ことから、1枚でこれらの保険証   

等の役割を果たす社会保障カード（仮称）の発行・交付方法について検討す   

るに、当たり、カードの発行主体、交付主体について以下のよう 

て検討を行った。  

（3）既存の被保険者証等から社会保障カード（仮称）への切件方法について   

既存の被保険者証等を社会保障カード（仮称）に切り伴えるためには、医   

療保険の被保険者証記号番号等を、（2）で交付盲三体と仮定した市町村に伝   

達する必要がある。   

「これまでの議論の整理」においては、この切伴えの方法として、   

① 医療保険者で切替えの手続きを行い巾町村で交付する案、及び   

② 市町村で切替えの手続を行い市町村で交付する案  

の2案を記載したところである。   

この点については、被用者健保の場合、勤務先を通じて医療保険者で手続   

ができた方が利便性が高い面があるのは事実である。しかし、この場合、医   

療保険者と市町村との間で本人同定を行う際に、医療保険者と■け町村で登録   

されている利用者の氏名の文字コードが異なるなどの理山により、何者の間   

で氏名等の基本4情報を用いて利用者の本人「甘定の確実さを担保すること   

が困難であると考えられる。また、医療保険者の封携上の効率性を考慮すれ   

ば、市町村から利用者にカードの交付案内を送付し、利用者に年金手帳、健   

康保険証等を市町村に提Ⅲしてもらい、被保険者証記弓▲番弓・等によって本人   

同定を行う方がより確実性・効率性が高いものと考えられる（卜I対ト1参照）。  9初めて加入した年金制度が共済牛食制度の場合、年金手帳は交付されず、基礎年金番号通知書  
が交付されている。  
10年金については閥や共済組合が、医療保険については健康保険組合、市町村、共済組合、国  
民健康保険組合、広域連合等が、介護保険については市町村等が保険者となっている。  

2：i  24   



の被扶養者届は、①の市町村を経由して医療保険者に提出できるとすること  

が妥当と考えられる。しかしながら、従前と事務の流れが大きく変わること  

から、事故等で経由されなかったり、遅延したりする事象の発生が想定され  

ることから、十分留意して検討していく必要がある（ド図7－2参照）。   

出生鴨のカード発行・交付方法  

t存の義優■暮王事からの切書え方法  

岬一●■－■－－■■●■‾‾‘ 
「  

○出生鸞t義橡珊の■■t■の■■■  

書■1巳■■▼と書■書書号t慮暮叢1 ●■一■■■■●■■■■●■■■■■■■  恥t讐の＃香織■した■、■鮒  

医療保険者  

l  

！馳暮台■   

l                     t  

l    ！議1 
、繁2  

d淋●め尊書t  
■出生寛○義鎮  
義春■蜘ヽ．  
t●■●t■■●  
サ納t素1  

⑳鋏事書の   
牧童叫  
カード書七っ  
て義扶雷肴  

l  

策1、瀦2  

．こ＿……  

ノ  
．＿…＿＿…＿＿．＿＿．＿＿＿、．＿＿．＿＿一  

交付事務取級者   
（市町村）  

⑦カード交付菜2  （む出生届提出  

②カード発行申繍暮に出生児の畿秩暮寺  
尾と扶養者の社会保1■カードを添えて提出．  
※1   

※1市町村四民tt保Ilに加入ナる■合は、1扶暮  
者属は不霊であり、②で世帯主の社会榊カードを1  
出し、③で出生児の閂侵の義保■書証髭月暮号と優  
験書事号を併せて送iすることにより、⑨から⑳の手  
lねま不事となる．  

光2 瞳■匿■●号を鶉入ナる場合lコ土、当さ暮号を、  
◎と併せて発行D引こ送壬し、Q）のカード交付特にさ面  

図7－1：既存の被保険者証等からの切替方法  

（4）出生時の取扱いについて  

出生後初めてポ町村でカードを交付される際の手続について、「これまで   

の議論の整理」においては、  

① まず健康保険証としてICカードを発行し、その後介護保険証としての  

機能等を付加していく。（健康保険証としてカードを発行・交付する案）   

② まずどの機能も有しないICカードを発行し、その後健康保険証、介護  

保険証としての機能等を付加していく。（いずれでもないカードを発行・  

交付する案）  

の2案が検討され、その際、現在医療保険者に提出している被用者健保の被   

扶養者に関する届出（被扶養者届）の提出先を市町村とすることが可能か、   

等の課題が挙げられていた。  

この点については、被用者健保の被保険者の場合でも、申請の手間という   

観点からは、出生届と同時に被扶養者届を提出し、扶養者の医療保険資格の   

確認を行った上で、受け付けた市町村から医療保険者に保健医療番号を含む   

情報と被扶養者届を伝達し、医療保険者にて被扶養者認定を行い、医療保険   

の被保険者記号番号を付番して発行者に情報を伝達する流れが、ワンストッ   

プサービス化という観点からも便利と考えられる。したがって、被用者健保  

＆  一 利用者による行動  
＿＿一：オンラインで行われる手続   

支はi暮l三亘iする庄iた二面・薗とふ盲七度i烏i利用者  
書に勤ナる．   

図7－2：出生時のカード発行・交付方法   

なお、出生届はいずれの市町村に届けJ」lても良いため、被用者健保の保険  

者への被扶養届伝達については、出生届を提山した市町村と作民票のある市  

町村間での伝達方法等について、次世代電子行政サービスにおけるワンスト  

ップサービスの検討状況を注視する必要がある。   

また、上記①、②のほか、   

③ 一定年齢以下の者には原則としてカードを交付しない案  

も考えられる。   

この場合、出生からその年齢までの間、扶養者のカードとの紐付けが必砦  

になり、その際、運用上の課題が多々想定される。例えば、一方の親とだけ  

紐付けた場合、複数の子が同時に複数の医療機関にかかる場合に、紐つけた  

親のカードを同時に使用できないため不便が生じる等の課題を解決する必  

要がある。  
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（5）医療保険者聞、同一保険者内の事業所間での異動の際の手続について  

図7－3のとおり、IR保険者が発行した資格喪失通知を新保険者に持参す   

るといった手続をとる必要があるが、保健医療番号（仮称）が有る場合は、   

図7¶4のとおり、利用者が保健医療番号を新保険者に届け出ることにより   

簡便な手続が可能である。  

■■優■暮士tl■■■■■●■l  

（6）今後の検討方針  

以上の（3）から（5）は、（2）で述べた仮定を某にした本検討会の現   

時点での検討状況であるが、交付対象者から見た利便性や交付に係る事務負   

担等といった観点から、今後さらに市町村、保険者勺妄の関係者の意見を踏ま   

えつつ、精査していく必要がある。  

また、医療保険制度等の運用を考慮して、妃亡時等における社会保障カー   

ド（仮称）の無効化や、中継DB上の情報の失効及び削除に関する検討も必   

要と考えられる。  

電子行政、電子私書箱（仮称）等の取組との連携について   新区一義保検者  
饗モ前の†即粂者番号、帳保険者訂己号  
さヰ〝）㈹贈を少なくとt，lつ保個する  

とj寧がある．  

現在、政和こおいては、人生の様々な場面におけるワンストップサービスや  

そのためのバックオフィス連携の実現等に向けた収組が行われている。本検討  

会における社会保障カード（仮称）の実現に向けた収組もその中に位置付けら  

れるものであるが、全体最適の観点からは、関連する様々な収組と連携して検  

討を進めるべきである。また、特に、費用対効果を高めるといった観点からは、  

これと併せ、社会保障カード（仮称）で必要とする1Cチップを含む媒体や認  

証基盤、医療機関等におけるネットワーク甚盤等につき、関連しうる他の仕組  

み等を可能な限り活用することで、社会保障カード（仮称）のためだけに新た  

な投資を行うことを極力避けることが必要である。  

（1）電子政府関連施策等との連携  

社会保障カード（仮称）の検討に当たっては、い＝胡官房において検討が進   

められている次世代電子行政サービスや電子私書箱（仮称）の実現に向けた   

取組等以下の関連する施策と連携して検討を行うことが必要である。  

特に、次世代電子行政サービス構想における「行政棺報の共有膵り用支援セ   

ンター（仮称）」や電子私書箱（仮称）構想における「電子私＃箱（仮称）   

プラットフォーム」は、中継DBと類似の機能を持つものと考えられること⊥   

圭た、平成21年4月〔「‾】のIT職腑本鮎で決定された「デジタル新11Jj◆イしに テジクル耕11Jj◆代に  

、  ヽ 「〔司ノ呆では卿〒利便上は刺子してい   ない紙を全て♂）医療保険者に発行   

しヒ三晶竺竺聖ノ  

③ 清掃♯失適」知（旧医療倭淵嬬の保11書   
書号、本人と被扶雷電の】瞳保挨書記号書   
号を紀蝕したもの）   

′ 
い、． 

、、ゝ、した珂簡性があろが間畑ないか－ 」  

（む 被保険者‡己号暮号を遇町本  
人分と－瞳扶暮書分）  ＆  

利用者  （力 費樽喪失雇を提出  

し二二二二二重面  

④ 資格取得層と被扶暮春届を檀出  
（㊤ 織楕喪失1■知を檀出   

※ 朋書廿保のヰ含は亭■主柱由  

図7【3 医療保険者の異動時の手続（保健医療番号が無い場合）  

■■犀■■霊fl●■■暮■●れl  

i■」■ノトー・イ′l－′ト【「11’＝「＋▼ ・／ノ’’T’1■て心、ノ ノ ノ ▼」トー’■11［’ノJ、〇LLノ；し／－1卜11㌧ト」J二竺＼工工二旦」  ＝反杯）岬  
旦び電子私＃兼（仮称）梢乱しを含むも〃）と想定さかていることから、これら  

については、重複した投資を避け、共通の基盤として構築することをR指す  

べきである。  図7－4：医療保険者の異動時の手続（保健医療番号が有る場合）  
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① 次世代電子行政サービス   

「IT新改革戦略政策パッケージ」（平成19年4月5日1T戦略本  

部）及び「重点計画2007」（平成19年7月26日 IT戦略本部）に基づ  

き、内閣官房IT担当室に設置された「次世代電子行政サービス基盤等検  

討プロジェクトチーム」においては、「利用者視点でのサービス提供」「行  

政事務の最適化の推進」「企業活動の活性化」「国民と行政の信頼強化」を  

目標とし、先行プロジェクトとして実証実験を中心に課題の検証を行うと  

ともに、基本的な枠組みの構築を行い、知識創造の社会へ導く次世代電子  

行政サービスの継続的な成長に向けた取組を進めている。   

「重点計画2008」（平成20年8月20日 IT戦略本部）においては、  

「2008年6月に次世代電子行政サービス基盤等検討プロジェクトチーム  

において策定された「次世代電子行政サービス（eワンストップサービス）  

の実現に向けたグランドデザイン」に基づき、まず、引越と退職手続につ  

いてのワンストップ化について、2010年度を目途に標準モデルを構築し、  

実用化を目指す」としている。  

② 電子私書箱（仮称）構想   

「重点計画2007」において「国民視点の社会保障サービスの実現に向  

けての電子私書箱（仮称）の創設」が盛り込まれたことを受け、平成19  

年度に「電子私書箱（仮称）による社会保障サービス等のIT化に関する  

検討会」12が開催され、電子私書箱（仮称）構剋のコンセプトについて取   

りまとめられ、技術的要件、制度的課題の抽川が行われた。   

平成20年度は平成19年度の検討を踏まえ「電子私＃箱（仮称）構想の  

実現に向けた基盤整備に関する検討会」が開催され、より具体的に詳細な  

検討を行うため、特定健診結果、年金記録をユースケースとし、技術的要  

件に関する検討、制度的課題に関する検討、社会保障以外の分野における  

電子私書箱（仮称）の利用に関する検討等が行われた。   

特に、特定健診結果、年金記録をユースケースとした技術的課題の検討  

のためユースケース検討ワーキンググループが設置され、電子私苔箱（仮  

称）構想の技術的要件及び制度的課題の検討の結果を放りまとめた「電子  

私書箱（仮称）プラットフォーム基本設計」を作成したところである。  ■  

椚■；…＝憲軍；て．．冒 ■人  ・■人■■カー■  
・lDりtスワー■■  

轟■ネットワ・・・ク  

”′ノ 〝仰棚／／ソ／′旬嘲～  

行書サービス連撫  
図8－2：電子私書箱（仮称）の実装形態例13  

】2平成20年3月17日に終了。  
13「第11回 社会保障カード（仮称）の在り方に関する検討会」（平成21年2月6U）に内㈲  
官房1T担当室が提出した資料より抜粋。  

図8－1：次世代電子行政サービスの基盤のイメージ図11  

lt「第11回 社会保障カード（仮称）の在り方に関する検討会」（平成21年2月6日）に内閣 1T室がしたり 
官房担当提出資料よ抜粋。  

29  ；iO   



汀 拝†艮厄十村詔㈲（仮称）㈹拙  

「デジタ／レ新明代に抑ナた抑ヒ／出御l行～ 二か隼弊急プラン、」（十戒21  
■
D
竜
山
疏
含
r
A
に
よ
る
E
旺
 
卜
■
■
．
一
．
．
一
．
．
●
重
－
 
 

同日本位〃）耕しいノ．に十政的＝・l‘l  牛1ノ1！）【‾1IT戦帖木耶）において比、   

以上⊥吐息ニニ⊥」Ⅷ 二（／叩1上烏LH柵   
●・－ 

⊥土．⊥il」」」二三 

させ、仰卜一ビ  スを提供するた裾71輝  
北実験のナノk果も活用Lつつ幣備一 すろことが廿足されていろ 

■
n
カ
ー
ド
に
よ
る
P
≡
専
に
よ
る
鰐
旺
 
 

国民t子私書箱とは  
国民（及び企業）の一人ひとりに対し、t子空間上でも安心して年金記録等の個人  

の情報を入手し、管理できる専用の口座（国民電子私書箱）を提供し、幅広い分野で便利なワン  
ストップの行政サービスが受けられる、せ界でtも先進的な「あなただけの電子政府」を実現  

●事「次せ代電子行蚊サービス（dワンストップサービス）の1現に向けたグランドデザイン」（平成神事6月4日）（Pココ）  
r社会優叶カード（傭韓）の在り方に憫ナる棟日傘 これ妻での山の●■j（平成20年10月288）  

図8－3：次世代電子行政サービス、電子私書箱（仮称）構想、社会保障カー  

ド（仮称）構想の機能相関図14  
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包重 電子行政サービス等へのアクセス手段の多様化   

現在、総務省においては、パソコンより普及率が高く多くの国民にとっ  
て身近な携帯電話、デジタルテレビ等の情報通信機器（デジタル機器）を  

活用し、電子行政サービス等へのアクセス端末の多様化を図ることを目指  

した検討が行われている。また、ネットワーク資源を活用し、ICカード  

からサーバに認証機能を一部移行させることにより、個人がオンライン上  

で簡易にサービスを受けられる方策の可否の検討が行なわれているとこ  

ろである。   

以上については、平成22年度までに必要な調査研究・実証実験を行い、  

パソコンの利用率が低い高齢者を含めた電子行政サービス等の利用拡大、  

デジタル・ディバイドの解消に貢献することが目標とされている。  

金㊤ 地域情報プラットフォーム推進事業   
総務省は、財団法人全国地域情報化推進協会と連携し、地方公共団体等  

の様々なシステム同士の連携を可能にするために各システムが従うべき  

業務面や技術面のルールとして、地域情報プラットフォーム標準仕様を策  

定している。   

また、総務省は、官民が連携したワンストップサービスの実現を目指し、  

平成20年度から、地域情報プラットフォーム標準仕様に準拠したシステ  

ムにより、引越分野等を対象に、ワンストップサービスの実証実験を実施   

し、ワンストップ化に向けた課題の抽出等を行っている。  

地掴ワラサトフォーム栂の推進  

■  

図8－5：電子行政サービス等へのアクセス手段の多様化（概要）16  

図8－6：地域情報プラットフォーム構想の推進17  

1G「第12回 社会保障カード（仮称）の在り方に関する検討会」（平成21年3月6日）に総務  
省情報流通行政局情報流通振興課が提出した資料より抜粋。  

17「第11回 社会保障カード（仮称）の在り方に関する検討会」（平成2】年2ノj6日）に総務  

省情報流通行政局地域通信振興課地方情報化推進室が提出した資料より抜吼  

：i：1  
ニi4   
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（2）既存の1Cカード・ICチップを含む媒体の利用  

現在市町村から交付されている住民基本台帳カード（任基カード）の利用   

については、既存のICカードや市町村が有するカードの発行基盤を利用す   

ることで費用対効果に優れた仕組みとすることが可能であり、さらに、社会   

保障カード（仮称）の仕組みで利用する本人識別情報を格納する器として既   

発行の住甚カードを括用できる場合には、新たなカードの発行を不要とする   

ことができると考えられる。   

「1T政策ロードマップ」（平成20年6月11口 IT戦略本部）におい   

ては、「住民基本台帳カードの普及にあたっては、社会保障カード（仮称）   

の議論と一体的に検討を進める」とされているところであり、今後更に検討   

を進めていく必安がある。   

「これまでの議論の整理」においては、現在の仕組みを前提とすると、「け   

町村をまたがる住所変更の際には住某カードの再発行が必要となることに   

留意する必要があると述べたが、住民基本台帳カードについては、他の市町   

村へ住所を移した易今でも引き続き使用することができるようにするため、   

住民基本台帳法の一部改正法塞が今国会（第171回国会（常会））に提出さ   

れている。   

社会保障カード（仮称）については、転居等により保険者が変わった場合   

でも、カードを返却することなく利用し続けることを可能とする方向で検討   

を進めているが、住民茶本台帳法の改正により、転居時に住民基本台帳カー   

ドが失効しない仕組みが制度化されれば、社会保障カード（仮称）の仕組み   

で利用する本人識別情報を格納する器として住民基本台帳カードを利用す   

るに＼を与たっての課題の一つが解決されることとなる。また、同法案において   

は、これまで作民基本台帳法の適用対象となっていなかった外国人住民につ   

いても同法の適用対象となり、住民基本台帳カードの取得が可能となる戸定   

である。  

改止後のイメ‾ジ  

－†・rも‾l  

▼’〉▼1い＼  

線  

レ／   

柑嘩●倉  

園8－7：住民基本台帳法の一部を改正する法律案の概要18  

しかしながら、住民基本台帳カードの利用については、住民基本ホ帳カー  

ドは希望者に交付することとなっていること、甘酒事務として市町村が発行  

責任者となっていることなど、現時点での社会保障カード（仮称）の検㌔、J状  

況に照らして課題もあることから、これらに留意しつつ、引き続き検言、†を行   

う。   

また、その他の媒体については、携帯電話等の情報通信機器を活用した電  

子行政サービス等へのアクセス手段の多様化等に関する検討状況、技術動向  

にも留意し、引き続き検討を行う。  

18総務省自治行政局市町村課作成資料  
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（3）認証基盤の活用   

① 公的個人認証の活用  

情報の閲覧等を行う際、ネットワーク上での厳格な本人確認を行うこと  

により成りすましなどを防ぐ必要がある。これについては、現在、電子申  

請において安全性と信頼性が確保された電子署名を行うための手段を提  

供している公的個人認証サービスを利用する方法等を検討する必要があ  

る。  

公的個人認証サービスについては、利用サービスの拡大、利便性の向上  

等に向けて、  

・ 電子証明苔のオンライン更新の実現  

記録媒体の拡大  
・ オンライン認証の実現  

等に関する検討が行われる予定であり、今後の検討の動向に留意する必要  

がある。  

② HI〕KIの活用  

厚生労働省で構築している保健医療福祉分野の公開鍵基盤（HPKI   

I1calthcare Public KcyInfrastructure）19を資格確認等における医療関  

係者資格を有することの確認に用いることを今後検討する必要がある。ま  

た、現在、HPKIは電子署名基盤であることから、認証用証明書の発行  

についても今後検討する必要がある。  

（4）ネットワーク基盤としてのレセプトオンラインネットワークの活用  

平成18年4月から開始された、医療機関や薬局から審査支払機関へのレ   

セプトの送付のオンライン化は、規模による段階的整備が今後進捗する予定   

である。  

今後、医療機関等と審査支払機関とのネットワークが整備されていくこと   

が見込まれ、また、これらの動きを踏まえ、医療機関等のIT基盤が整備さ   

れていくことが想定されるため、医療機関等におけるオンライン資格確認を   

可能とするための環境整備については、新たな投資を極力避けるため、これ   

らの基盤を活用することが有効と考えられる。  

しかしながら、レセプトの送付が原則オンライン化される平成23年度以  

降も、一部の医療機関等については最長2年の範関内で紙媒体でのレセプト  

送付が認められるとともに、代行請求機関を通じたオンライン請求が可能で  

あるため、平成23年度以降においても、すべての医療機関等において、保  

険資格のオンライン確認が可能となる環境が整備ほれるわけではないこと  

に留意が必要である。   

したがって、社会保障カード（仮称）を健康保険証として利用する場合に  

ついては、医療機関等の実務に混乱が生じることのないようにすることが必  

要である。  

9． 制度的対応の検討について   

社会保障カード（仮称）に関しては、現在仮定している仕組みを前提とした  

場合には、例えば以ドのような事項に関するルールの制定（必ずしも法令の制  

定・改正に限られるものではない）が必要と考えられる。   

また、情報閲覧機能等、少なくとも一部の機能の実現は、既存の法令（艮法、  
個人情報保護法制等）の枠内で可能と考えられる。   

なお、以下の事項の中には、次世代電子行政サービス、電子私需箱（仮称）  

等の実現に向けた取組においても検討されている事項もあり、政府全体として  

整合の取れた検討が進められるべきである。  

（1）中継DBの運営に関するルール  

・中継DB上の個人に関する情報の取扱いに関するルール（安全確保措置、  

アクセス記録の保存等）  

・個人による中継DB上の自分の情報へのアクセス記録の閲覧に関するル  

ー／レ  

（2）中継DBを用いた情報閲覧・情報連携に関するルール  

・中継DBへの行政機関、保険者等によるアクセスに関するルール（リン   

ク情報の登録・抹消、アクセス管理等）  

・中継DBを用いたリンク情報利用に関するルール（例えば、i三体の制限  

や、本人の同意がある、あるいは、法令で定める場合に利用できる、など）  

・中継DBを経由した正当な要求に対する情報の提供義務  

・情報閲覧・情報連携の監視に関するルール  

・ オンライン認証に関するルール  

・ 異常時、事故時の対策、責任の所在に関するルール  

渕  

19電子署名法にも適合した電子証明睾を用いて、実在する自然人であることと同時に、医師・  
薬剤師等医療に関する公的資格を有することを証明するため、保健医療福祉分野の公開鍵基盤と  
して構築した電千署名倹言】E基地  
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・ 代理の収扱いに関するルール  

（3）保健医療番号（仮称）を導入するとした場合の当該番号の保護措置   

・ 番号の利用・提供の制限   

・ 番弓一の告知要求制一眼  

（4）カ【ドの発行・交付等に関するルール  

・ カードの発行、交付、取得、紛失等に関するルール  

・現行の年金手帳、健康保険証窄の発行・交付等に関する規定の整備  

実現により社会保障分野・公共サービス分野において既存の郵送による通知   

サービスの代替手段として削減されるコストは、一年IH」で約4，600億円㌔   

また、電子私書箱（仮称）の導入にかかるコストは、初期整備経費として、   

約200～′100億円ヱ3   

とされている。  

ワンストップサービス、バックオフィス連携等の実現に向けた取組について  

は、これらを含め、様々な故紙が「抑時運行しているところであり、技術発展の  

動向等を踏まえた検討の成果を反映する必安があるため、現時点において、総  

合的に費用や効果を算甘けるのは困難であるが、検〟の進捗状況を踏まえつつ、  

可能なものから試算を行い、てき引射り小川にイ冊㌦」ノ亡ノ＝丁刷効J某を言Jttて叶ろ  

10． 社会保障カ…ド（仮称）の実現に向けて  ミミ′二、受益と負担の関係も踏まえた費用負拍の在り  必せが守㍉   

方について検討を行う必要がある。  

1．2において述べたように、現在、政肘においては、人生の様々な場面に  

おけるワンストップサービスやそのためのバックオフィス連携等を実現する  

ための取組が行われているが、その実現がもたらす効果がどれほど大きなもの  

であっても、それを卜凹る費用が生じることとなれば、国民の理解は得られな  

いため、費用対効果の試算は欠かすことができない。  

社会保障カード（仮称）、次世代電子行政サービス、電子私書箱（仮称）に  

ついて、これまで、政府において行われた費用と効果の試算について述べると、   

・l夏療保険資格のオンライン確認等の実現による効果は、保険者で年間約  

160億「1i、医療機関等で年間約120億lI】（「医療保険資格確認における社会   

保障カード（仮称）導入効果の定盤化分析業務 報告書」（平成20年12月）   

ヱ0に基づくもの。後者は、医療機関↑引こ対するアンケート調査の結果をもと   

に推計した伯であるが、、㌔該アンケートの回収率が必ずしも高くないため、   

参考とするに、11たっては留意が必要。）  

・ライフイベントに即したワンストップサービスの実現を目指す次世代電子   

行政サービスについては、引越しワンストップ、退職ワンストップの実現に   

より、一年間に削減されると見込まれるコストは官民合わせそれぞれ、約  

1，000億「1】、1，200億「リコ1  

・安全かつ利便性の高い情報提供の実現を目指す電子私書箱（仮称）構想の  

ただし、二了J」′7二l晶「虹小rFと  し的に′来JJ出されノこ用ぃ               り／／1   三三ユ」雌  に］、；いて＝  

？一～耶に♭」1？っ1仁効果が門  られ∴∴り来合亘り）′け、  県紺が赴け十て∵宜∴∴菊川  

が，・かっていくと考えられミニとに招  

‥ 
・ 

本検討会においては、厚生労働省が平成21年度に行う社会保障カード（仮  

称）の実証実験の状況や結果、サービス体験者写の声を踏まえつつ、現場に混  

乱が生じることのない円滑な実施を保lるための方策、きめ細かな周知広報等同  

氏の理解を深めるための取組に関する検言、†を含め、引き続き、社会保障カード  

（仮称）の実現に向けた収組を行っていく。  

22内閣官房IT担当室の試昇によるもの。（参考）「第4ト1電「私書箱（仮称）構想の実矧こ  
向けた基盤整備に関する検討会」（平成21年2ノ】9ロ）資料6  
ご3「ノっ間宮房IT担当室にて年金記録及び特定健診結果のユースケースを対象としたシステムを  

想定し同規模の類似システムの導人コスト等を基に試凱（参考）「第4回 電イ・私書箱（仮称）  
構想の実現に向けた基盤整備に関する検討会」（平成21年2ノJ9日）質料6  

20（参考）「第12lul社会保障カード（仮称）の在り方に関する検討会」（平成21年3月6日）  

資料3  

2】次世代電子行政サービス基盤等検討プロシュクトチームの試算によるもの。（参考）「第4回  

次世代電子行政サービス基盤等検討プロジェクトチーム」（平成20年6月4日）資料1  
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